
○
総
務
省
令
第
五
十
六
号

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
三
条
の
五
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
債
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
方
債
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
債
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
等
の
算
定
方
法
）

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
っ
た
場
合
の
普
通
交
付
税
の
額
等
の
算
定
方
法
）

第
十
四
条
の
二

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
の
中
途
に
お
い
て

第
十
四
条
の
二

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
の
中
途
に
お
い
て

市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以

市
町
村
の
廃
置
分
合
等
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
年
前
の
年
の
四
月
一
日
の

属
す
る
年
度
に
お
け
る
令
第
十
三
条
第
四
号
の
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る

属
す
る
年
度
に
お
け
る
令
第
十
三
条
第
四
号
の
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る

特
定
収
入
見
込
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

特
定
収
入
見
込
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

指
定
都
市
（
附
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
条
の
十
七
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い

指
定
都
市
（
附
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
令
第
十
三
条
第
三
号
の
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る

令
第
十
三
条
第
三
号
の
普
通
交
付
税
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る
特
定
収
入
見
込
額
と

特
定
収
入
見
込
額
と
し
、
特
別
区
に
あ
っ
て
は
同
条
第
五
号
の
普
通
交
付
金
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同

し
、
特
別
区
に
あ
っ
て
は
同
条
第
五
号
の
普
通
交
付
金
の
額
、
基
準
財
政
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定
す
る
特
定

号
に
規
定
す
る
特
定
収
入
見
込
額
と
す
る
。
）
並
び
に
法
第
五
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
入
公
債

収
入
見
込
額
と
す
る
。
）
並
び
に
法
第
五
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
算
入
公
債
費
等
の
額
（
以
下

費
等
の
額
（
以
下
「
普
通
交
付
税
の
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

「
普
通
交
付
税
の
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

附

則

附

則

（
法
第
三
十
三
条
の
五
の
十
二
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条
の
十
七

法
第
三
十
三
条
の
五
の
十
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

［
新
設
］

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一

都
道
府
県

イ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

徴
収
猶
予
額
（
地
方
税
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
特
別
法
人
事
業
税
及
び

地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
徴
収
猶
予
額
を
除
い
た
額

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

(1)

(8)

当
該
年
度
の
利
子
割
（
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
利
子
割
を
い
う
。
）

(1)
の
徴
収
猶
予
額
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
額

当
該
年
度
の
配
当
割
（
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
三
に
掲
げ
る
配
当
割
を
い
う
。
）

(2)
の
徴
収
猶
予
額
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
額

当
該
年
度
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
（
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
四
に
掲
げ
る
株
式
等

(3)
譲
渡
所
得
割
を
い
う
。
）
の
徴
収
猶
予
額
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
額

当
該
年
度
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
指
定
都
市
に
係
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
（
地
方
税

(4)
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

徴
収
猶
予
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額

当
該
年
度
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
（
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を

(5)
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
徴
収
猶
予
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額



当
該
年
度
の
軽
油
引
取
税
（
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
軽
油
引
取
税
を
い
う
。
以

(6)
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
徴
収
猶
予
額
に
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四

十
五
号
）
第
四
十
三
条
の
二
十
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
指

定
都
市
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
（
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
国
道
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
面
積
を
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る

一
般
国
道
等
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
年
度
の
調
整
税
（
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
税
の
う
ち
同
法
第
七
百
三
十
四
条

(7)
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
課
す
る
税
を
い
う
。
）

の
徴
収
猶
予
額
に
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
条
例
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
年
度
の
法
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
額
に
百
分
の
三
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
都
に
あ
っ
て
は
、

(8)
当
該
年
度
の
法
人
事
業
税
の
徴
収
猶
予
額
に
百
分
の
三
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
を
各
市
町
村
の
市
町
村

民
税
の
法
人
税
割
額
及
び
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
税
の
う
ち
同
法
第
七
百
三
十
四

条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
課
す
る
都
民
税
の
法
人
税
割
額
で

按
分
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
法
人
事
業
税
交
付
金
猶
予
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

各
市
町
村
に
係
る
額
と
都
法
人
事
業
税
交
付
金
猶
予
額
の
う
ち
各
特
別
区
に
係
る
額
に
条
例
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額
）

ハ

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
市
町
村
に
納
付
さ
れ
た
当
該
年
度
の
市
町
村
た
ば
こ
税
（
地
方
税
法
第

五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
市
町
村
た
ば
こ
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
相

当
す
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
市
町
村
た
ば
こ
税
額
」
と
い
う
。
）
が
、
同
法
第
四
百
八
十
五
条

の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
課
税
定
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
当
該
年

度
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
徴
収
猶
予
額

ニ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

(1)

(5)

当
該
年
度
の
地
方
消
費
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応

(1)
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
を
す
る
額
の
見
込
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
地

方
消
費
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
係
る
地
方
税
法
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱

費
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
を
同
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
消

費
に
相
当
す
る
額
の
各
都
道
府
県
の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
消
費
に
相
当
す
る
額
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
年
度
の
地
方
揮
発
油
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
百
分
の
五
十
八
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一

(2)
に
相
当
す
る
額
を
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
道
路

の
延
長
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
に
係
る
額
と
当
該
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
同
項
の
道
路
の
面
積
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
に
係
る
額
と
の
合
算

額
当
該
年
度
の
石
油
ガ
ス
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当

(3)



す
る
額
を
石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
道
路
の
延
長

で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
に
係
る
額
と
当
該
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
を
同
項
の
道
路
の
面
積
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
に
係
る
額
と
の
合
算
額

当
該
年
度
の
航
空
機
燃
料
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
年
度
の
航
空
機
燃
料
税
の
決
算

(4)
の
総
額
に
対
す
る
当
該
都
道
府
県
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
決
算
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額

当
該
年
度
の
特
別
法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
額
の
合
算
額
の
各
都
道
府
県
の

(5)
総
額
に
最
近
の
譲
与
時
期
に
係
る
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
譲
与
額
の
各
都
道
府
県
の
総
額
に
対
す
る

当
該
都
道
府
県
の
当
該
時
期
に
係
る
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
譲
与
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

市
町
村

イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

イ

徴
収
猶
予
額

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

(1)

(8)

前
号
ロ

に
掲
げ
る
額
に
地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
十
四
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
地

(1)

(1)

方
税
法
第
七
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
し
た
額
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市

町
村
に
係
る
額

前
号
ロ

に
掲
げ
る
額
に
地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
十
八
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
地

(2)

(2)

方
税
法
第
七
十
一
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
し
た
額
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市

町
村
に
係
る
額

前
号
ロ

に
掲
げ
る
額
に
地
方
税
法
施
行
令
第
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を

(3)

(3)

地
方
税
法
第
七
十
一
条
の
六
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
計
算
し
た
額
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該

市
町
村
に
係
る
額

当
該
年
度
の
当
該
指
定
都
市
に
係
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
徴
収
猶
予
額
の
三
分
の
一
に
相
当

(4)
す
る
額

当
該
年
度
の
当
該
市
町
村
に
所
在
す
る
ゴ
ル
フ
場
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
徴
収
猶
予
額
の
十
分

(5)
の
七
に
相
当
す
る
額

当
該
年
度
の
軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予
額
に
地
方
税
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
十
に
規
定
す
る
率

(6)
を
乗
じ
て
得
た
額
に
当
該
指
定
都
市
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
の
面
積
を
当
該
指
定
都
市
が
所

在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

前
号
ロ

に
掲
げ
る
額
に
各
特
別
区
の
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

(7)

(7)

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
二
百
十
条
の
十
二
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
合
算
額
に
対
す
る
当
該
特
別
区
の
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額前

号
ロ

に
掲
げ
る
額
を
各
市
町
村
の
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
額
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当

(8)

(8)

該
市
町
村
に
係
る
額
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
前
号
ロ

に
掲
げ
る
額
に
各
特
別
区
の
当
該
年
度
の
基

(8)

準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
に
対
す
る
当
該
特
別
区
の
当
該
年
度
の
基
準
財
政
需
要
額
の
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
）

ハ

当
該
市
町
村
に
納
付
さ
れ
た
当
該
年
度
の
市
町
村
た
ば
こ
税
額
が
、
地
方
税
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十

三
第
一
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
課
税
定
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の



市
町
村
た
ば
こ
税
の
徴
収
猶
予
額

ニ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

(1)

(4)

前
号
ニ

に
掲
げ
る
額
に
二
十
二
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
地
方
税

(1)

(1)

法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
人
口
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
に
係
る
額
と
当
該

乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
同
項
の
従
業
者
数
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市

町
村
に
係
る
額
と
同
号
ニ

に
掲
げ
る
額
に
二
十
二
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
人
口
で
按

(1)

分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
に
係
る
額
と
の
合
算
額

当
該
年
度
の
地
方
揮
発
油
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
百
分
の
四
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一

(2)
に
相
当
す
る
額
を
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
第
三
条
第
一
項
の
道
路
の
延
長
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち

当
該
市
町
村
に
係
る
額
と
当
該
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
同
項
の
道
路
の
面
積
で

按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
に
係
る
額
と
の
合
算
額
（
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度

の
地
方
揮
発
油
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
百
分
の
五
十
八
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
を
同
法
第
二
条
第
一
項
の
道
路
の
延
長
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
指
定
都
市
に
係
る
額
と
当

該
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
同
項
の
道
路
の
面
積
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当

該
指
定
都
市
に
係
る
額
と
の
合
算
額
）

当
該
年
度
の
石
油
ガ
ス
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当

(3)
す
る
額
を
石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
第
二
条
第
一
項
の
道
路
の
延
長
で
按
分
し
て
得
た
額
の
う
ち
当
該
指
定

都
市
に
係
る
額
と
当
該
乗
じ
て
得
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
同
項
の
道
路
の
面
積
で
按
分
し

て
得
た
額
の
う
ち
当
該
指
定
都
市
に
係
る
額
と
の
合
算
額

当
該
年
度
の
航
空
機
燃
料
税
の
納
税
猶
予
見
込
額
に
当
該
年
度
の
前
年
度
の
航
空
機
燃
料
税
の
決
算

(4)
の
総
額
に
対
す
る
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
航
空
機
燃
料
譲
与
税
の
決
算
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


